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東京都市計画地区計画の決定（杉並区決定）

都市計画荻窪三丁目地区地区計画を次のように決定する。

名　　　称 荻窪三丁目地区地区計圃

位　　置※ 杉並区荻窪三下冒及ぴ荻窪一丁目地内

面・　一積※． 約　6．7h邑
本地区は、JR及び東京メトロ荻窪駅の南東並びに東京メトロ南阿佐ヶ谷駅の西南に位置し、周辺は良好

な低層住宅を中心とした住宅地が形成されている。また、善福寺川緑飽や大E目黒公園、団地内の公園・緑

地区言十画の目標
地など、色どり豊かな環境を有している。

一方、本地区周辺は道路基盤が脆弱であり、避難場所の確保等、防災面での課題を抱えている。

そこで、荻窪団地の建替事業に併せて、地区内の道路の整備や避難場所としてめ機能の確保を図る一とと

もに、良好な住環境を継承し、周辺地域と調和したみどり豊かで良嫁な低中層市街地の形成を図る。

区． 周辺地域と調和した低中層の住宅鎚として、みどり豊かで良好な住環境を維持継承し、防災機能の強
域．土地利用の方針
の

化に努めるとともに、住民サービスの向上に向け、公益的施設の誘導を図る。

整一

備
■

．ユ．周辺埣域との道跨ネットワークの充実を図るため、地区内の道路の新設や外周道路の拡幅在と、区画

開 道路を整備する。 ’　．

発
及 地区施設あ整備の方針 2・周辺地域の公園・緑地お．よび住宅市街地をつなぐみどり・オープンスペースの形成、避難場所として

び
保

の機能の確保に向け、連続的な公園・広場等の整備を図る。

全 3、敷地内における歩行者専用通路及び歩道状空地の整備により、安全で快適な歩行者空間を確保する。

に

関

す
良好な住環境を継承し、周辺地域と調和したみどり豊かな低中層市街地の形成を図るため、建築物籍の

る 建築物等の整備の方針
用途の箭11眼、建築物の延べい率の最高限度；建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限等を定める。

方
針

地 地 名　　称 幅　　員 延　　長 摘　　票
区 区 区画道路ユ号※ 8血
整 施

約200血 新設一

儲 設 道　　路
区画道路2号※ 8m

約240m 拡幅

計 の 区画道路3号 6m
約230m 新設

画 配
置

区画道路4号 5血 約50血 新設

及一 区画道路5号 6m
約70m ．新設

び． 名　　称 規　　模 摘　　要
規
模 公　　　園

公園1号 約2，320㎡ 新設

公園2号 約1，000㎡ 新設

公園3号 約270㎡ 新設

名　　称 幅　　員　　　．　　延一一長 ．摘　　要
歩行者専用通路 一2エn　　　　　　　　　　嵜勺1！0王n 新設

歩道状空地1号 2m　　　　　　　　約350皿 。新設

歩道状空地2号 2m　　　　　　　　約250m 新設

歩道状空地3号 2皿　　　　　　　　約330m …新設

その他の
歩道状空地4号 2m　　　　　　　　約320m 新設

歩道状空地5号 2m　　　　　　　　約190m 新設、

公共筆地

名　　称 規　　模 摘　　要
広場状空地一 約2，400㎡ 新設

公共空地1号 約560㎡ 新設

公共空地2号 約49P㎡ 新設

公共空地3号 約960㎡ 、新設

建 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

築 （1）住宅一

物
等

（2）共同住宅

に 建築物讐の用途の制限
（3）住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

関 ｛4）学校、図書館その他これらに類するもの
す ※
る

（5）老人ホーム、保育所、．身体障害者福祉ホ』ムその他これらに類するもの

事 （6）診療所

碩 （7）巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

（8）上記各号の建築物に付属するもの

建築物の延べい率の最 10分の4
高限度

建築物の敷地面積の最 ユ，000㎡

低限度 ただし、公益上必要な建築物についてはこの限りではない。

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図3に示す壁面の位置を越えて建築してはならない。

建築物等の形態又は色 建築物の屋根、外壁及び建築物に附属する工作物等は、刺激的な原色を避け、良好な住宅地のまち拒みに

彩その他の意匠の制限 調和した意匠とする。

垣又はさくの構造の制 道路及び隣地との境界に設ける垣又はさくは、生け垣や透視可能なものとする。

限
ただし・コ！クリート造・ブロック造、石造などの構造で・．地盤面からの高さがO・6m以下のものは、

この限りではない。

r区域、一地区施設の配置及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」

※は知事同意事項

理由：荻窪団地の建替事業に併せて、地区内の道路の整備や避難場所としての機能の確保を図るとともに、良好な住環境を継承し、周辺地域と調和

　　　したみどり豊かで良碍な低中層市街地の形成を図るため、地区計画を決定する。



一資料2

東京都市計画．地区計画
荻窪三丁’ ﾚ地区地区計画 （杉並．区決定） 計画図一1

番号 種　別
1－2 道路中心線（特別区道第2069号）
2－3 見通し線

3－4 地区施設境界（公園3号）
4－5 地区施設境界（区画道路1号）
5－6． 見通し線
6－7 地区施設境界（区画道路2号）
7－8 見通し線．

8－9 道路中心線（特別区道第1887号）
9－10 見通し線

10－11 水路境界
11－16 敷地境界
16－17 水路境界
17－18 河』l1境界

18－20 敷地境界
20－21 地区施設境界（公共空地1号）

21－22 地区施設境界（公園1号）
22－1 見通し線

この地図は、東京都知事の承認を受けて．、東京都縮尺！／2，500の地形図（道路網図）一を使用して作成したものである。無断複製を禁ず。
（承認番号）19都市基街第12号、平成19年4」弓10目　19都市基交第1？号、平成王9年4月9目



資料3

東京都市計画　地区計両
荻窪三丁日地区地区計画 （杉並区決定） 計画図2

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1／2，500の地形図（道路網図）を使用して作成・したものである。無断複製を禁ず。
（承認番号）ユ9都市基街第王2号、平成19年4月ユ0目　ユ9郡市基交第1字号、平成王9年4月9目



資料4

東京都市計画　地区計画
荻窪三丁目地区地区計画 （杉並区決定）　計画図3
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　　　　　　　　　　1　　　　の
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而　　萬。

　　　㍊、、“　・㌔　η録

＝」 地区計回区域及び
．地区整備計画区域

特別区道第2069号、同第
188フ号及び区画道路1号か
ら5号の境界から3m以上
都市計国道路補助215号線
及び公共空地3号の境界か
ら3m以上
区画道路1号、公園2号及
び広場状室地の境界から

1m以上

一0　10　　　　　　50　　　　　　100－　　　　　　150冊

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺1／2，500の地形図（道路網図）を使用して作成したものである。無断複製を禁ず。
（承認番号）ユ9都市基街第王2号、平成19年4月10目　19都市基交第！7号、平成！9年4月9目


	議案第５号　杉並区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

